
平成 25年度平塚市子ども・子育て会議（第 1回） 会議概要 

 

日時：平成 25年 6月 4日（火）14：00～15:05 

場所：平塚市中央公民館 3階 大会議室 

 

1 委嘱 

   市長から各委員に委嘱状を交付した。 

 

2 会長・副会長選出 

  委員自己紹介の後、互選により会長・副会長が選出された。会長には学識経験者の

落合委員、副会長には平塚市民生委員児童委員協議会の大谷委員が選出された。 

 

3  議事 

(1)子ども・子育て会議について   

    事務局が子ども・子育て会議設置の理由等について、関係法令の条文及び国作成

の資料「子ども・子育て関連 3法について」、「地方版子ども・子育て会議について」

に基づき説明した。 

子ども・子育て会議は、子ども・子育て支援法第 77条により審議会その他の合議

制の機関を置くよう努めるものとされていること、また、地方版子ども・子育て会議

は、子ども・子育て支援に関する施策の総合的かつ計画的な推進に関し必要な事項

及び当該施策の実施状況を調査審議するものとされていることを説明した。 

【質疑応答は次のとおり】 

  委 員：国作成の資料「子ども・子育て関連 3法について」では、子ども・子育

て支援法における施設型給付の図で、幼稚園が施設型給付の枠から一部

はみ出している部分があるがどのような意味か。 

  事務局：幼稚園については、施設型給付の枠に入らず、現在と同様に保護者から

の保育料や補助金（私学助成等）を受けて運営する選択も残されている

ため。 

 

(2)部会の設置について 

事務局が条例及び要綱で全体会議とは別に次の 2 つの部会が設置されること

を説明した。また、各部会の概要について次のとおり事務局が説明した。 

  ア 子育て支援事業推進部会 

平塚市次世代育成支援行動計画の冊子及び次世代育成支援行動計画進行管

理総括表に基づき、この部会が平塚市次世代育成支援行動計画の進捗を管理す

る部会であり、昨年度まで開催されていた平塚市児童サービス調整部会の役割



を担うものであることを説明した。 

  イ 公立園の在り方検討部会 

平塚市幼保一元化に関する検討会中間報告の冊子及び概要に基づき、この部

会が平塚市の公立園の今後の在り方を検討する部会であることを説明した。 

【質疑応答は次のとおり】 

     委 員：子育て支援事業推進部会は、これまで次世代育成支援行動計画の目

標の設定や評価を行ってきた平塚市児童サービス調整部会を引き継

ぐものと考えてよいか。 

     事務局：そのとおり。次世代育成支援行動計画は平成 26年度までの計画とな

っており新たな計画は平成 27年度からの計画である。引き続き次世

代育成支援行動計画の進捗管理を行うことが必要であるため、子ど

も・子育て会議の部会として子育て支援事業推進部会を設置したも

の。 

 

(3)スケジュール（案）について 

    事務局が今年度のスケジュール（案）を説明した。 

全体会議については本日と来年 3月頃の 2回開催予定、子育て支援事業推進部

会については来年 2月～3月頃に 1回開催予定、公立園の在り方検討部会につい

ては 7 月頃、10 月頃、来年 2 月頃の 3 回開催予定であること、また、各会議に

おいて、臨時で会議が開催される場合があることを説明した。 

    現在、子育て支援事業計画を作成するために行われる子育てのニーズを把握す

る調査（ニーズ調査）については、国がその調査票を検討し、案が提示されてい

ることを説明した。 

なお、国から確定したニーズ調査票が示されたら、各委員に調査票を送付して

意見を求め、出された意見を参考にして事務局がニーズ調査票を作成し、調査す

ることも説明した。 

【質疑応答は次のとおり】 

    委 員：ニーズ調査は重要であると思われる。国からニーズ調査の内容が示さ

れるということか。調査対象は決まっているのか。 

    事務局：国（内閣府）から案が示されているが確定したものではない。次世代

育成支援行動計画のニーズ調査では無作為抽出で就学前のお子さん

の保護者 2,500と就学しているお子さんの保護者 2,500を対象にアン

ケート調査を実施した。今のところ国からは就学しているお子さんの

保護者については、ニーズ調査は行わず、就学前のお子さんの保護者

だけを対象に行う予定となっている。 

 



(4)その他 

ア 子育て支援事業推進部会の市民委員には、3名の市民委員から、互選により

山岸委員と市川委員の 2名が選出された。 

 

イ 公立園の在り方検討部会の市民委員には、3名の市民委員から、互選により

山岸委員と田中委員の 2名が選出された。 

    

ウ 神奈川県の児童相談所の所管区域の変更について、神奈川県中央児童相談所

の佐藤委員から説明がされた。なお、平成 26 年 4 月に平塚児童相談所が設置

される予定であることが説明された。 

 

 

出席者：落合委員、大谷委員、酒井委員、中村委員、三石委員、鷲尾委員、大野委員、

山口委員、斗澤委員、佐藤委員、山岸委員、市川委員、田中委員、相原委員、

太田委員、山枡委員、重徳委員 

欠席者：長谷川委員、白勢委員 

傍聴者：なし 

事務局：健康・こども部長、保育課長、教育総務課長、保育課 3名、教育総務課 4名 

 

 

以 上 


